
開発団地の給水に関する規程（昭和５１年大分市水道事業管理規程第７号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規程は、別に定める技術的基準を除き、開発団地への給水を円滑に行うため必要な事項を定め

るものとする。

（用語の定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

開発団地 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条に規定する開発行為（以下「開発行為」とい

う。）の許可を受け、開発された団地をいう。

水道施設 開発団地内の水道の用に供する施設で各戸の給水管及びこれに直結する給水用具並びにこ

れらに準ずる施設を除いたものをいう。

直圧式 大分市水道事業管理者（以下「管理者」という。）の施設した配水管から分岐し、直接給水

する方式をいう。

受水槽式 管理者の施設した配水管から分岐して受水槽にいったん貯水した後、加圧し、配水池等か

ら自然流下により給水する方式をいう。

親メーター ２戸以上の子メーターの上流側に設置する水道メーターをいう。

子メーター 親メーターの下流側に各戸ごとに設置する水道メーターをいう。

（協議）

第３条 開発行為を行う者（以下「開発行為者」という。）は、給水についてあらかじめ管理者に協議し、

その承認を得なければならない。

２ 開発行為者から市に対し水道施設の用に供する土地を帰属させ、及び水道施設の管理の引継ぎ（以下

「水道施設の引継ぎ」という。）をしようとする場合は、あらかじめその旨を管理者に申し出なければな

らない。

（水道施設の基準）

第４条 水道施設は、水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第５条及び大分市水道事業給水

条例（平成９年大分市条例第４０号）その他関係規程等に定める施設基準に適合しなければならない。

２ 受水槽式にあっては、受水槽上流部に親メーターを設置し、各戸ごとに子メーターを取り付けるものと

する。

○開発団地の給水に関する規程

平 成１０年 ３ 月３１日
水道事業管理規程第１０号

資料７
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３ 直圧式にあっては、各戸ごとに管理者が水道メーターを設置するものとする。ただし、管理者が必要と

認める場合は、親メーターを設置することができる。

（工事の施行）

第５条 水道施設の工事の施行は、管理者が行い、又は管理者が法第１６条の２第１項の規定に基づき指定を

した者が、管理者の承認を得て行わなければならない。

（費用負担）

第６条 給水のために必要な費用は、すべて開発行為者の負担とする。

２ 前項のほか、親メーターの指示水量と、各戸の子メーターの合計水量との差に係る水道料金については、

開発行為者の責任において納入しなければならない。

（水道施設の管理の引継ぎ）

第７条 第３条第２項の規定により、あらかじめ水道施設の引継ぎを申し出た開発行為者は、工事完了後管

理者の行う工事検査に合格した水道施設が次に掲げる条件を具備した後に、管理者と当該水道施設の引継

ぎについて協議することができる。

水道施設が設置されている開発区域内の道路が、公道又はそれに準ずる道路に認定されたとき。

受水槽式の開発団地にあっては、計画給水戸数が３０戸以上の規模を有し、水道施設の用に供する土地

及び水道施設を市に無償譲渡することが可能であるとき。

大分市開発指導要綱（平成元年大分市告示第１８号）による改正前の大分市開発指導要綱の適用を受け

る受水槽式の開発団地にあっては、計画給水戸数の５０パーセント以上の給水が行われたとき。

管理者が別に定める管理費を納入できるとき。

（水道施設の維持管理）

第８条 前条の協議が成立し、水道施設の用に供する土地の所有権移転登記、水道施設の所有権の移転及び

管理費の納入（以下「所有権移転登記等」という。）が完了した水道施設の維持管理は、管理者が行うも

のとする。ただし、前条第３号に規定する開発団地の水道施設の維持管理は、当該所有権移転登記等が完

了した日の属する年度の翌年度から管理者が行うものとする。

２ 前項の規定に基づき、管理者が水道施設を維持管理することにより、不要となる親メーターの撤去に要

する工事費は、開発行為者の負担とする。

３ 第１項の規定により管理者が維持管理を行うまでの間、水道施設の維持管理について、開発行為者は、

管理者が必要と認める条件を満たした管理規約等を定め、管理者に届け出るとともに、当該管理契約等に

従い、適正に維持管理しなければならない。

（委任）

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成１０年４月１日から施行する。
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資料８

給 水 装 置 工 事 検 査 要 綱

（趣 旨）

第１条 この要綱は、大分市水道事業給水条例（平成９年大分市条例第４０号）第６条第２項に規定する給水

装置工事（以下「工事」という。）の検査について、必要な事項を定めるものとする。

（検 査 員）

第２条 工事の検査を行う者（以下「検査員」という。）は、大分市水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）が任命する。

（検査項目）

第３条 検査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。

工事設計書と工事内容との照合

使用材料・機器の確認

給水管の配管状況及び埋設深度

保護措置（凍結・腐食・衝撃等）

弁・せん類・器具及びボックスの取付状況

通水検査

受水槽等の設置状況

量水器の取付状況

道路復旧状況

水圧テスト

その他管理者が必要と認める事項

２ 検査員は、検査に必要と認めたときは、隠ぺい部及び埋設部分について露出させ、検査することができ

る。

（検査の立会い）

第４条 検査は、当該工事を施行した指定給水装置工事事業者（以下「指定業者」という。）の給水装置工

事主任技術者（以下「主任技術者」という。）又は担当者のうち管理者が指定した者を立ち会わせる

ものとする。

（検査の公平等）

第５条 検査員は、設計図書等に基づき厳正かつ公平な検査を行い、工事の適否を判定しなければならない。

（検査の期間）

第６条 管理者は、「給水装置工事完成検査願」を受理した日から７日以内に検査を行わなければならない。

ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
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（資格の確認）

第７条 検査員は、工事現場において必要な場合は、当該工事を担当する主任技術者の確認をすることがで

きる。

（手直しを要する工事の検査）

第８条 検査員は、検査の結果、工事の手直しを要する箇所がある場合は指定業者に対し文書又は口頭によ

り期間を定め手直し工事を命ずるものとする。

２ 検査員は、手直し工事完了の通知を受けた日から７日以内に再検査を行わなければならない。ただし、

特別な事情がある場合は、この限りではない。

（検査の完了通知）

第９条 管理者は、検査の結果、合格と認めるときは、指定業者に文書又は口頭により通知するものとする。

（そ の 他）

第１０条 検査員の指示により、取り崩した部分は、工事を施行した指定業者の負担をもって原形に復旧する

ものとする。

２ 検査に伴う漏水等により構造物、配管等に損害を与えたときには工事をした指定業者の責任において処

理するものとする。

（委 任）

第１１条 この要綱の施行に関し必要な事項は、大分市水道局技術管理者が定める。

この要綱は、昭和６０年１０月１日から施行する。

附 則

附 則

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。
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資料９

開発団地の給水に関する取扱要綱

開発団地の給水に関する規程（昭和５１年水道事業管理規程第７号以下「規程」という。）の施行について

の取扱を適性かつ合理的に行うため必要な要綱を定める。

１．規程第３条第１項に規定する協議については、次の事項に基づき行う。

水道施設の計画及び施行は、大分市水道事業給水条例及び関連規程、要綱、基準等によるほか水道法

第５条に規定する「施設基準」に準拠する。

水道施設の計画書として、次の図書を提出しなければならない。

イ．水道施設同意申請書

ロ．開発団地の位置図

ハ．水道施設設計図書及び水理計算書

ニ．その他必要な書類

２．水道施設の引継ぎの条件を具備しようとする開発団地については、前項のほか次の事項について協議を

行う。

管理費については、人件費その他の変動があるため当該年度当初に基本単価を定め、別に定める算出

基準により算定する額の納入に関すること。

管理者に管理の引継ぎが完了するまでの維持管理及び親メーターを設置した開発団地においては、各

戸のメーターの検針及び水道料金の徴収は開発行為者が行うことに関すること。

その他必要な事項に関すること。

３．水道施設の引継ぎの条件を具備できない開発団地については、第１項のほか次の事項について協議を行

う。

不動産売買契約時に「宅地建物取引業法」第３５条第１項第４号に基づき、水道についての重要事項の

説明を行うことに関すること。

前項に基づきその水道施設を開発団地居住者の共有物件とすることを明記した契約書の写しを提出す

ることに関すること。

前項に基づきその水道施設を「建物の区分所有等に関する法律」により管理規約等を設け団地給水管

理者を選任し、維持管理することに関すること。

親メーターにより水道料金を徴収し、子メーターの検針及び水道料金の徴収は、管理者が行わないこ

とに関すること。

その他必要な事項に関すること。

４．規程第７条の工事検査を受けるためには、次の図書を提出しなければならない。

工事完了届出書

工事写真（施工前、施工中、施工後）
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完成図

その他必要な書類

５．規程第３条第２項の水道施設の引継ぎの申し出については、大分市開発行為指導要綱に掲げる必要書類

を提出するものとする。

６．規程第８条第１項の水道施設の引継ぎの条件を具備し、協議の成立した水道施設は、別に定める「管理

の引継ぎの同意書」による開発行為者に通知し、通知した日の属する月の翌月からの維持管理は、管理者

が行うものとする。ただし、規程第７条第３号に規定する開発団地の維持管理は、協議が成立した日の属

する年度の翌年度から行うものとする。

７．規程第７条第４号及び第８条第１項並びに大分市開発行為指導要綱第４４条に規定する管理費は、次の事

項により算出する。

電気料金

基本料金の１０年間分

人件費（加圧設備１ヶ所当たり）

基本単価×週２回半日の１０年間分

ポンプ、電動機、（予備機を含む）の取替費用

管理の引継ぎ時の実費

※管理費＝｛ ＋ ｝×１０＋

（注） 人件費は、機器の保守点検に要するもので、週２回半日とし年間５２人とする。

人件費の基本単価は、毎年度当初算出しその単価に基づき算出する。

８．規程第８条第３項の管理者が必要と認める条件とは、次の事項とする。（基本法律「建物の区分所有等

に関する法律」に規定。）

付属施設の範囲及び共有特分に関すること。

組合の結成、加入に関すること。

団地給水管理者の選任及び権限に関すること。

管理費の負担及び日常管理事項に関すること。

その他必要な図書

附 則

附 則

この要綱は、昭和５１年５月１日から施行する。

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。
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口人りた当戸一途用の物築建定予

独 人４宅住立

共 同 住 宅 ３．５人

学 校 居住予定児童生徒数

そ の 他 別に定めるとおりとする

住宅 学校 その他

計画１人１日平均給水量（ ／日） ３５０ ８０

別に定めるとおり

とする。

計画１人１日最大給水量（ ／日） ４２０ １００

計画時間最大

給 水 量

（ ／時間）

人口 ５０人未満 ２２５

人口 ５０人以上 １００人未満 １４０

人口 １００人以上 ３００人未満 ８５

人口 ３００人以上 ５００人未満 ７０ ３００

人口 ５００人以上 １，０００人未満 ５５

人口 １，０００人以上 ５，０００人未満 ４０

人口 ５，０００人以上 ３５

資料１０

大分市開発行為指導要綱（抜粋）
（公共施設及び公共施設に関する技術基準）

平成27年10月１日 一部改正

（水道施設）

第２５条 水道施設計画にあたっては、開発区域内の地形、計画給水人口、関連する周辺地域の配管状況及び

予定建築物の用途、構造等により配水方式を選定し、水道施設の構造及び材料についても、法令、条

例等に適合し、かつ、需要者に衛生的で豊富な水の供給ができるようにしなければならない。

（計画給水量の算定）

計画給水量の算定は、計画給水人口に基づき次のとおりとする。

ア 計画給水人口は、予定建築物の用途に応じ、次表のとおりとする。

イ 計画給水量は、次表のとおりとする。

（配水方式）

配水方式は、次のとおりとする。

ア 配水方式は、直圧式又は受水槽式とする。

（ア）直圧式とは、市の施設した配水管から直結して給水する方式をいう。

（イ）受水槽式とは、市の布設した配水管から受水槽にいったん貯水した後、揚水し、配水池又は高架

水槽から自然流下により給水する方式をいう。
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人 口 ５，０００人以下 １０，０００人以下 １５，０００人以下 ２０，０００人以下

消火水量 ６０m ３ １００m ３ １５０m ３ ２００m ３

イ 配水方式は、付近の配水管網の状況、地形、拡張計画等をかんがみ、水道事業管理者が決定する。

受水槽は、次の要件を満たすものとする。

（受水槽）

ア 分岐場所は、受水時に流入管の最小動水圧が０．０９８MPa 以上を保つ地点を選定する。

イ 有効容量は、計画１日最大給水量の２時間分とする。ただし、高架水槽及び配水塔で計画する場

合は、配水池容量と同等する。

ウ 有効水深は、３m ～５m を標準とする。

エ 構造は、鉄筋コンクリート造若しくはPC コンクリート造又はステンレス製とする。

オ 地上式とし、周壁の保守点検が容易にできる構造とする。

カ ほこり、その他衛生上有害なものが入らない構造とする。

キ 維持管理上２槽とし、安全な構造とする。

（配水池）

（4）配水池は、次の要件を満たすものとする。

ア 有効容量は、１日最大給水量の１２時間分＋消火水量とする。

イ 配水池及び配水塔の容量に加算すべき人口別消火水量は、次表のとおりとする。

ウ 有効水深は、３m ～６m を標準とする。

エ 構造は、鉄筋コンクリート造若しくは、PC、コンクリート造又はステンレス製とする。

オ 維持管理上２池とし、安全な構造とする。

オ 維持管理上２槽若しくは２池とし、安全な構造とする。

（高架水槽及び配水塔）

（5）高架水槽及び配水塔（水圧調整を目的とするもの）は、次の要件を満たすものとする。

ア 設置場所は、高水位の際に配水管に係る最大静水圧が０．７３６MPa を超えない地点を選定する。

イ 有効容量は、１日最大給水量の２時間分とする。

ウ 有効水深は、３m ～５m を標準とする。

エ 構造は、鉄筋コンクリート造若しくはPC コンクリート造又はステンレス製とする。

（減圧水槽）

（6）減圧水槽は、前号に規定する高架水槽及び配水塔と同様の要件を満たすものとする。

（送水設備）

（7）送水設備は、次の要件を満たすものとする。
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人 口 消火水量

５，０００人以下 １．０ｍ３／分

１０，０００人以下 ３２．０ｍ／分

１５，０００人以下 ３．０ｍ３／分

２０，０００人以下 ４．０ｍ３／分

ア ポンプ設備は次のとおりとする。

（ア）ポンプは、使用目的に適合した吐出量及び全揚程を有するもので、かつ、効率の高いものを

選定する。

（イ）ポンプの吸込方式は、押込式とする。

イ 電気計装設備については、別に定める。

（追加塩素消毒設備）

（8）追加塩素消毒設備は、必要に応じて受水槽式施設に設置するものとする。

（流入管）

（9）流入管は、次の要件を満たすものとする。

ア 市の配水管からの分岐口径については、周辺の配水管網の状況や分岐によって予想される影響等

を考慮し、同口径の分岐は不可とする。ただし、将来管理引継を予定し、かつ周辺地域に著しい水

圧低下を起こさない場合はこの限りではない。

イ 使用管種は、第11号オのとおりとする。

ウ 口径の決定に当たっては、適正な水圧で安定的に給水を行い、非常時には水の供給を維持できる

ように、経済的な水運用ができるようにする。

（揚水管）

（10）揚水管は、次の要件を満たすものとする。

ア 管種の選定は水圧、土圧、外力等に対して安全で、埋設環境に適合するものとする。

イ 口径の決定に当たっては、ポンプ揚程と管径との間の経済的関係、経済的な流速を考慮するもの

ウ 使用管種は第11号オのとおりとする。

とする。

（配水管）

（11）配水管は、次の要件を満たすものとする。

ア 平常時の最小動水圧は、原則として０．１４７MPa （開発の形態によっては、水道事業管理者の指示する

水圧）とし、火災時の最小動水圧は使用中の消火栓の位置で負圧とならず周辺地域に著しい水圧低下

を起こさない程度のものとする。

イ 最大動水圧０．４９MPa程度とする。

ウ 流量計算は、ヘーゼン・ウィリアムズ公式を使用するものとし、その公式のうちＣの値は、１１０とす

る。

エ 計画１日最大給水量に加算すべき人口別消火水量は、次表のとおりとする。
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種管径口

１００ｍｍ以上

水道用塗覆装鋼管（JWWA G１１７）
（溶接継手）

高機能水道用ダクタイル鋳鉄管（JWWA G１１３）
（耐震形継手・内面粉体塗装）

高機能水道用ダクタイル異形管（JWWA G１１４）
（耐震形継手・内面粉体塗装）

７５ｍｍ以下

高機能水道用ダクタイル鋳鉄管（JWWA G１１３）
（耐震形継手・内面粉体塗装）

高機能水道用ダクタイル異形管（JWWA G１１４）
（耐震形継手・内面粉体塗装）

水道配水用ポリエチレン管（JWWA K１４４）
（熱融着継手・高密度）

水道配水用ポリエチレン管継手（JWWA K１４５）
（熱融着継手・高密度）

給水引込管 水道用ポリエチレン管（JIS K６７６２）

オ 使用管種は、次表のとおりとする。

※ その他水道事業管理者が認めたもの

カ 工事着工前に、水道事業管理者の材料検査を受け、かつ、指示に従って施行する。

キ 工事完成後は、速やかに水道事業管理者の検査を受ける。

（給水管）

（12）開発区域内で事前に給水管を引き込む場合は、次の要件を満たすものとする。

ア 給水管の分岐は、次のとおりとする。

（ア）サドル分水栓を使用し、穿孔前にサドル分水栓の水圧テストを行い、漏水のおそれがないことを

確認する。

（イ）穿孔後は、インサートリングを挿入する。

イ 給水管の管種は、前号オに規定するものを使用する。

ウ 給水管の管末は、埋設用スリースバルブとし、通水を確認した後プラグ止めをする。

（給水装置）

（13）将来、管理引継ぎを予定とする受水槽式開発団地の給水工事は、直圧式開発団地と同様に大分市水道事

業給水条例（平成９年大分市条例第４０号）及び関係規程並びに関係法令の法定により施行すること。

（受水槽式施設の用地）

（14）受水槽式に要する施設の用地は、次の要件を満たすものとする。

ア 境界は、隣接地との境が明確になるように境界標（コンクリート杭等）を設置する。

イ 境界は、安全管理上必要に応じてフェンス及び出入口を設置する。
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ウ 施設内の空地は、原則として舗装する。

（工事の施行）

（15）水道施設の工事の施行は、水道事業管理者又は指定給水装置工事事業者が行わなければならない。

（その他）

（水道施設の管理の引継ぎに関する基準等）

（16）この条における給水人口、給水量及び水圧の数値は、最新の数値とする。なお、この条に定めのないも

のについては、その都度協議する。

第４４条 水道施設の管理の引継ぎに関する基準は、次のとおりとする。

水道施設については、次に定める条件を具備したとき、水道事業管理者が引き継ぐものとする。ただし、

引継ぎ後２年以内に開発者の責に帰する事由により当該施設が破損した場合は、開発者の負担においてこ

れを復旧するものとする。

ア 開発区域内の水道施設が埋設された道路を市が管理することとなったとき。

イ 配水方式が受水槽式の開発団地にあっては、計画給水戸数が３０戸以上の規模を有し、水道施設の用地

が市に帰属したとき。

ウ 水道事業管理者が別に定める管理費を納入したとき。

管理の引継ぎに必要な添付図書は、次のとおりとする。この場合において、図面については、大分市水

道局工事完成図書作成要領に準ずるものとする。

ア 全体平面図（街区及び区画番号を明記したもの）

イ 配管平面図

ウ 配管横断図

エ 弁栓図（水道局指定様式）

オ 受水槽及び配水池等の構造図、詳細図及び関係図書

カ 水理計算書

キ 工事写真

ク 関係官庁の許可書等

ケ その他大分市水道局工事完成図書作成要領（平成27年４月１日）に準じたもの
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資料１１

中高層建物直結給水施行基準

１．目 的

直結給水は、水道水の安全・安定供給の確保を基本とし、これにより小規模受水槽の衛生問題の解消、

省エネルギーの推進、設置スペースの有効利用など「給水サービスの充実」を目的として実施する。

２．定 義

直結給水とは、中高層の建物に対して受水槽を経由せず、配水管の水圧を利用して直接給水するシステ

ムであり、直結給水には配水管の水圧のみを利用する直結直圧式と、直結増圧装置を利用する直結増圧式

及び直結直圧・直結増圧併用式の３種類に分類される。なお直結直圧給水は５階建て建築物を限度とする。

直圧式

直結式 直結増圧式

給水方式 直結直圧・直結増圧併用式

受水槽式

直結・受水槽併用式

（給水方式の選定には需要者の必要とする水量、水圧が確保できるときは使用目的を配慮して選定す

る。）

３．直結式給水の種類

① 直結直圧式 配水管の水圧で給水装置の末端まで直接給水する方式（図 １）

「５階建てまでの建築物で年間最小動水圧が基準を満たしている場所」

② 直結直圧式（高置水槽式） 建築物の屋上に設置する高置水槽に、配水管の水圧によって給水する方

式（図 ２）

「既設建物の改造や貯水を必要とする建築物で５階建てまでの建築物」

③ 直結増圧式（ポンプ直送式） 給水管の途中に増圧給水設備を設置し、圧力を増して給水装置の末端

まで給水する方式（図 ３）

「対象建物は、１０階建て程度の建築物」

④ 直結増圧式（高置水槽式） 給水管の途中に増圧給水設備を設置し、圧力を増して建築物の屋上に設

置する高置水槽に給水する方式（図 ４）

「対象建物は、１０階建て程度の建築物」
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⑤ 直結直圧・直結増圧併用式 同一建築物に直結直圧式と直結増圧式を併用して給水する方式（図－

５）

「併用給水の場合は、同一建築物の同一階に異なる給水方式で給水してはならない」

４．直結式給水の条件

① 直結直圧式で給水できる建築物は、次の条件に該当しなければならない。

ア 配水管の年間最小動水圧が次のとおりとし、将来にわたって確保できること。

３階建て建築物 ０．１９６MPa （２．０kgf／cm ２）

４階建て建築物 ０．２４５MPa （２．５kgf／cm ２）

５階建て建築物 ０．２９４MPa （３．０kgf／cm ２）

イ 給水管の取り出し口径は、２５mm 以上から７５mm までとする。ただし３階建ての建築物は２０mm 以

上とする。

ウ 原則として給水は、直結式と受水槽式の併用でないこと。

エ 分岐できる配水管口径は、原則として７５mm 以上の配水管が布設されている地域とし口径７５mm は

管網が形成されていること。また分岐可能な配水管口径は３５０mm までとする。ただし３階建ての建

築物は口径５０mm 以上の配水管とする。

オ 配水管の水圧が不明で確認できない場所は、水圧測定調査を行う。

② 直結増圧式（ポンプ直送式及び高置水槽式）で給水できる建築物は、次の条件に該当しなければなら

ない。

ア 増圧設備を設ける分岐管の口径は、２０mm 以上から５０mm までとする。

イ 増圧により給水できる階数は、３階建て以上１０階建て程度とする。

ウ 増圧することにより、付近の給水圧が降下して支障をきたさないこと。

エ 配水管の年間最小動水圧が、０．１９６MPa （２．０kgf／cm ２）以上を将来にわたって確保できること。

オ 増圧設備の故障及び停電時の断水に備え、非常用給水栓を設置すること。

カ 分岐できる配水管口径は、原則として７５mm 以上の配水管が布設されている地域とし、口径７５mm

は管網が形成されていること。また分岐可能な配水管口径は、３５０mm までとする。

③ 直結直圧式（高置水槽式）及び直結増圧式（高置水槽式）で給水できる建築物は、次の要件に該当し

なければならない。

ア 高置水槽の点検等が容易にできる構造の建築物であること。

イ 直結直圧式（高置水槽式）は、５階建て以下の建築物とする。

ウ 直結増圧式（高置水槽式）は、３階建て以上の建築物とする。

エ 付属設備等については、建築基準法施行令等の基準によるものとする。

④ 直結直圧・直結増圧併用式で給水を行う場合は、同一建築物の同一階に異なる給水方式で給水しては

ならない。なお直結直圧で給水できる階数は２階までとする。

⑤ 配 管
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ア 共有の立ち上がり管には、適切な位置にバルブ、空気弁を設置すること。空気弁は最上階の給水栓

より高い位置で点検が容易な場所に設置すること。

イ 水撃防止及び凍結防止のための適切な措置を講じること。

ウ 逆流及び汚染のおそれがなく、停滞水が生じない構造にすること。

エ 立上がり管及び立下り管は、原則としてパイプシャフト内配管とすること。

オ ３階以上の建物には、１階地中部分に取替えが可能となるように逆流防止器（認証品）を設置する

こと。

カ 各戸にメーターを設置した場合には、メーターの前又は後に逆流防止器（認証品）を設置し取替が

可能となるように二次側からの出水を防止する措置をすること。

５．直結直圧式及び直結増圧式によることのできない対象除外建築物

ア ホテル等のように、一時に多量の水を必要とする建築物。

イ 病院等のように、一定量の保安用水が必要な建築物。

ウ ２４時間営業等のように、断減水による影響が大きい建築物。

エ 有毒薬品を使用する工場等のように、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある建築物。

オ 高置水槽のみでは水量が不足し受水槽式で給水する必要のある建築物。

カ その他、直結直圧式や増圧式に適合しない建築物。

６．メーターの設置

ア 各戸に市メーター（各戸メーター）を設置する場合は、各階のパイプシャフト内に各戸毎に設置する。

イ 電気、ガスのメーター等と共同格納する場合は、相互の維持管理に支障がない空間を確保し、扉と平

行に設置すること。また漏水等により他の設備に被害を与えない構造とすること。

ウ 設置方法は、パイプシャフトの場合は図－６、壁付きメーターの場合は図－７により設置し、メーター

の検針及び取替作業が容易にできること。

エ 各戸に市メーターを設置することができない建築物にあっては、別に市（親）メーターを設置する。

また増圧ポンプを設置した場合のメーターの位置は、上流側とする。

オ 設置する水道メーターは原則として口径２０mm 以上とする。ただし給水栓数が少なく給水管口径が１３

mm で水理計算が成り立つ場合はこの限りでない。

カ 水道メーターは、凍結破裂、漏水等の事故による被害を防止するため、必要な措置をとること。

７．事前協議

３階以上の直結直圧式、直結増圧式給水の申込みをしようとするものは、あらかじめ「直結（増圧式）

給水事前協議書」（様式１、３）及び水理計算書を提出し、承認を得なければならない。工事申請の際に

は「直結（増圧式）給水装置に関する維持管理誓約書」（様式４）及び「直結（増圧式）給水事前協議回

答書」（様式２）を添付すること。ただし、事前協議の内容と異なる場合は再度協議すること。また、配
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水管の水圧が不明な場所については、水圧測定の調査を行う。

８．直圧式給水の設計

計画使用水量

直圧式給水における計画使用水量は、給水用具の同時使用の割合等を考慮して実態に合った水量の算

定をすること。

① １戸建て等の場合

ア 同時に使用する給水用具を設定して算出する方法

イ 標準化した同時使用水量により求める方法

・同時使用水量＝給水用具の全使用水量÷給水用具総数×同時使用水量比

② 集合住宅等の場合

ア 各戸使用水量と給水戸数の同時使用率により求める方法

イ 戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法

・同時使用水量＝４２×（戸数）０．３３［10戸未満］

・同時使用水量＝１９×（戸数）０．６７［１０戸～６００戸未満］

ウ 居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法

・同時使用水量＝２６×（人数）０．３６［３０人以下］

・同時使用水量＝１３×（人数）０．５６［３１人～２００人未満］

③ 一定規模以上の給水用具を有する事務所ビル、集合住宅等の場合

ア 給水用具給水負荷単位により求める方法

給水管の管径

給水管の管径は、配水管の最小動水圧時においても、設計水量を十分に供給できるだけの大きさとし

なければならない。

① 管径決定の基準

給水管の管径は、配水管の立ち上りの高さに総損失水頭と最低確保水圧０．０５MPa （０．５kgf／cm ２）

を加えたものが、取り出し配水管の計画最小動水圧で３階建て建築物の時０．１９６MPa （２．０kgf／cm ２）、

４階の時０．２４５MPa （２．５kgf／cm ２）、５階の時は０．２９４MPa （３．０kgf／cm ２）の水頭以下となるよう計

算によって定めなければならない。

② 損失水頭

管の摩擦損失水頭は、口径５０mm 以下の給水管は東京都水道局実験式またはウエストン公式、口径

７５mm 以上の給水管は、ヘーゼン・ウィリアムス公式により求める。

③ 直管換算長

給水装置において、給水管器具（分水栓、止水栓、量水器、給水栓等）及び工事（取付継手管の屈

曲、分岐）によって生ずる損失水頭がある。これを直管の何メートルに相当するかを求めた数値が直

管換算長（表－４）である。
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口 径

名 称
φ１３ φ２０ φ２５ φ４０ φ５０ φ７５

サドル分水栓 ２．００ ２．００ ３．００

割 丁 字 管 ２．１０ ３．００ ４．５０

止 水 栓 ４．５０ ６．００ ７．５０ １３．５０ １６．５０ ２４．００

量 水 器 ４．００ １１．００ １５．００ ２６．００ ３５．００ ３０．００

逆 止 弁 １．２０ １．６０ ２．００ ３．１０ ４．００ ５．７０

仕 切 弁 ０．１２ ０．１５ ０．１８ ０．３０ ０．３９ ０．６３

ボールタップ ４．５０ ６．００ ７．５０ １３．５０ １６．５０ ２４．００

異 径 継 手 管 ０．６０ ０．７５ ０．９０ １．５０ ２．１０ ３．００

（２ ４４ 表２－１１参考）

直管換算長がわかれば各器具の損失水頭は、管の摩擦損失水頭を求める式から計算できるので便利

である。

表－４ 管継手類及び弁類の相当管長

９．増圧式給水の設計及び構造

設 計

増圧式給水の設計に関する必要な要件は次のとおりとする。

① 給水管の口径

ア 配水管から分岐する給水管の口径は、２０ミリメートル以上５０ミリメートル以下とし、原則として

配水管口径より２口径小さいものとする。

イ 増圧装置下流側の給水主管（立上がり管）は増圧装置上流側の給水管と同口径以下とする。

ウ 管内流速は、原則として２．０ｍ／ｓ以下とする。

② 水理計算

ア 計画使用水量の算定式は次のとおりとする。

（他の計算は「直圧式給水の設計」を適用する。）

・瞬時最大使用水量（リッ
トル／分）＝４２×（戸数）０．３３［１～９戸］

・瞬時最大使用水量（リッ
トル／分）＝１９×（戸数）０．６７［１０～５９９戸］

（計算例を示す。）

イ 増圧装置による増圧装置の算定方法

ＰＰ＝Ｐ１＋Ｐ２＋Ｐ３＋Ｐ４＋Ｐ５＋Ｐ６－Ｐ０

Ｐ７＝Ｐ４＋Ｐ５＋Ｐ６

ＰＰ：直結加圧形ポンプユニットの全揚程

Ｐ０：配水管の水圧（０．１９６MPa ）

Ｐ１：配水管と直結加圧形ポンプユニットとの高低差

Ｐ２：直結加圧形ポンプユニットの上流側の給水管及び給水用具の圧力損失

－
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Ｐ３：直結加圧形ポンプユニットの圧力損失（メーカー資料から）

Ｐ４：直結加圧形ポンプユニットの下流側の給水管及び給水用具の圧力損失

Ｐ５：直結加圧形ポンプユニットと末端最高位の給水用具との高低差

Ｐ６：末端最高位の給水用具を使用するために必要圧力（０．０５MPa ）

Ｐ７：直結加圧形ポンプユニットの吐出圧

（資 ７３ 図－６参考）

③ 瞬時最大給水量

瞬時最大給水量は、２５０ ／min 程度までとする。

構 造

① 増圧装置

ア 増圧装置は、日本水道協会規格「水道用直結加圧ポンプユニット（JWWA B １３０）」または認証

品であること。

イ 吸込圧力が０．０９８MPa （１．０kgf／cm ２）へ低下した場合は自動停止し、吸込圧力が０．１２７MPa （１．

３kgf／cm ２）に復帰した場合は自動復帰すること。

ウ 増圧装置の設置台数は、１建築物につき１台（ユニット）とする。

エ 敷地内に２棟以上の建築物があり、各棟に増圧装置を設置するときは、増圧装置間を相互に連絡

させてはならない。

オ 吐出圧力は０．７３５MPa （７．５kgf／cm ２）を上限とする。

カ 増圧装置の設置場所は、１階又は地下１階部分とし、増圧装置の維持管理に必要なスペースが確

保できる場所とする。

キ 前項が困難な場合には屋外に設置してもよい。ただし、凍結防止対策等を講じること。

ク 増圧装置の口径は、増圧装置上流側に設置するメーター口径と同口径以下とする。

ケ 増圧装置内に停滞水が生じない運転動作ができること。

② 逆流防止装置

ア 逆流防止装置は、原則として減圧式とし増圧装置上流側に設置すること。

日本水道協会規格「水道用減圧式逆流防止器（JWWA B １３４）」による。

イ 逆流防止装置は、浸水のおそれがなく、定期点検等の保守作業に支障のない場所に設置すること。

また、逃がし弁からの排水が目視できるように配置すること。

ウ 逆流防止装置は、上流からバルブ＋（ストレーナー＋減圧式逆流防止器）＋バルブとする。なお

点検取替時に断水することが出来ない建物についてはバイパスを設置すること。

③ 非常用直結給水栓

増圧装置の故障及び停電時の断水に備え、非常用直結給水栓を設置すること。

メーターが各戸に設置される場合は、別途メーターを設けて非常用給水栓を設置すること。

④ 配 管

ア 共有の立ち上がり管には、適切な位置にバルブ、空気弁を設置すること。空気弁は最上階の給水

－
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栓より高い位置で点検が容易な場所に設置すること。

イ 水撃防止及び凍結防止のための適切な措置を講じること。

ウ 逆流及び汚染のおそれがなく、停滞水が生じない構造にすること。

エ 各戸への流入圧力が適正圧力を超える場合は、各戸に減圧弁を設置すること。

オ 増圧装置上流側及び下流側の配管の適切な位置に、仕切弁を設置すること。

カ 立上がり管及び立下り管は、原則としてパイプシャフト内配管とすること。

１０．受水槽式からの改造

既設の受水槽式からの改造は、本施工基準に適合する場合のみ認める。ただし、市（親）メーター以降

の既設給水管を使用する時は、口径、使用量及び水道管の老朽等の調査を十分に行い使用することができ

る。

１１．工事検査

工事検査は「工事検査要綱」に基づき行うものとする。ただし、増圧装置の耐圧試験は除く。

１２．施設の維持管理

設置者は、給水装置工事申請の際に提出した「直結（増圧）式給水装置に関する維持管理誓約書」に基

づき実施すること。

１３．維持管理区分

直圧式給水及び増圧式給水における自然漏水修理の費用分担区分は次のとおりとする。

① 直圧式給水の場合

ア 全戸の水道メーターを地中に設置した場合は、水道メーター上流側は水道局負担とし、下流側は受

益者負担とする。

イ アに該当しない場合は、宅地内第１止水栓上流側は水道局負担とし、下流側は受益者負担とする。

② 増圧式給水の場合

ア 市（親）メーターを設置した場合は、メーター上流側は水道局負担とし、下流側は受益者負担とす

る。

イ 各戸にメーターが設置された時または市（親）メーターの設置がなく非常用直結給水装置にメーター

が設置されたときは宅地内第１止水栓の上流側は水道局負担とし、下流側は受益者負担とする。

附 則

１ この基準は、平成１８年４月１日から施行する。

２ 平成１２年４月１日施行の「３階建て建築物への直結直圧式給水基準」は廃止する。
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大 水 営 第 号
年 月 日

直圧
直結 式給水事前協議回答書

増圧

住 所

様者請申

大分市水道事業管理者 印

直圧
直結 式給水事前協議について（回答）

増圧

直圧
年 月 日に事前協議申請がありました直結 式給水

増圧
について次のとおり回答します。

大分市水道局営業課

様式２号
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資料１２

大分市小規模貯水槽水道維持管理指導要綱

（目的）

第１条 この要綱は、小規模貯水槽水道の設置の届出、維持管理等について定めるところにより、清浄な飲

料水の供給を確保し、もって市民の公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

（設置の届出等）

第２条 市長は、小規模貯水槽水道（水道法「昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第１４条第２項第

５号に規定する貯水槽水道のうち、法第３条第７項に規定する簡易専用水道以外のものをいう。以下

同じ）を新設し、増設し、又は改造しようとする者（設置者以外に当該小規模貯水槽水道の全部の管

理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者。以下「設置者等」という。）に対し、

小規模貯水槽水道設置届（新設・増設・改造）（様式第１号）の提出を求めるものとする。

２ 市長は、設置者等に対し、前項の設置届に記載事項の変更があったときは、小規模貯水槽水道設置届記

載事項変更届（様式第２号）の提出を求めるものとする。

３ 市長は、設置者等に対し、当該小規模貯水槽水道の廃止（該当しなくなったときを含む。）又は休止が

あったときは、小規模貯水槽水道廃（休）止届（様式第３号）の提出を求めるものとする。

（維持管理）

第３条 市長は、設置者等に対し、次の各号に掲げる項目ごとに、当該各号に定めるところにより、小規模

貯水槽水道を適切に維持管理することを求めるものとする。

� 保守点検 小規模貯水槽水道の保守点検は、別表第１に掲げる点検項目ごとに定める主な点検内容につ

いて実施し、異常を発見したときは、速やかに改善の措置を講ずるものとする。

� 水質管理 小規模貯水槽水槽の水質は次のアからオに定めるところにより管理するものとする。

ア 給水栓における水に異常な臭気が認められないこと。

イ 給水栓における水に異常な味が認められないこと。

ウ 給水栓における水に異常な色が認められないこと。

エ 給水栓における水に異常な濁りが認められないこと。

オ 残留塩素の管理は、給水栓における水に遊離残留塩素が０．１mg／�（結合残留塩素の場合は０．４mg／

�）以上認められること。

� 水質の検査 小規模貯水槽水道の水質の検査は、別表第２の１水質検査の項に定めるところにより、同

項第１号から第３号までにあっては毎日、同項第４号にあっては、必要に応じて検査を行うものとする。

� 水槽の清掃及びその業務委託 水槽の清掃は、貯水の水質保全及び衛生確保を図るため、１年以内ごと

に１回定期に別表第２の２水槽の清掃方法の項に定める方法により行うものとする。水槽の清掃を委託す

る場合にあっては、貯水の衛生及び安全を確保し、並びに清掃後の水質保全を図るため、次の者に委託す

ることが望ましい。
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ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項の規定によ

り同項第５号の建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業として登録を受けた者

イ アに掲げる者と同等以上の清掃作業を行うことができると認められる者

� 汚染事故の措置 水質等に異常があった場合については、次のアからエに定めるところにより、措置を

採るものとする。

ア 給水栓における水等に異常を発見した場合の連絡通報体制を明確にし、事故の防止及び早期発見に努

めること。

イ 水質汚染事故が発生した場合は、大分市保健所及び水道局に速やかに連絡すること。

ウ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その

水を利用することが危険であることを関係者に周知徹底すること。

エ 給水栓における水に臭い、味、色、濁りその他の異常を認めたときは、水質基準に関する省令（平成

４年厚生省令第６９号）の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うとともに大分市保

健所及び水道局に速やかに連絡すること。

� 帳簿書類、記録等 帳簿書類、記録等については、次のア、イに定めるところによる。

ア 小規模貯水槽水道の配置及び系統を明らかにした図面及び水槽の周囲の建造物の配置を明らかにする

平面図を整理し、保管すること。

イ 小規模貯水槽水道の保守点検、水質管理、水槽の清掃その他の結果を、小規模貯水槽水道維持管理台

帳（様式第４号）により記録し、関係書類とともに３年間保存すること。

（清掃報告書等の提示）

第４条 設置者は、小規模貯水槽水道により水の供給を受ける者から請求があった場合は、水槽の清掃報告

書又は水質検査結果書等関係書類を提示するよう努めなければならない。

（報告及び指導）

第５条 市長は、小規模貯水槽水道の維持管理に関する情報を提供し、衛生思想の普及向上に努めるものと

する。

２ 市長は、小規模貯水槽水道を通じた清浄な飲料水の供給の確保と、市民の公衆衛生の向上に必要がある

と認めるときは、設置者に対し、小規模貯水槽水道の維持管理について報告を求め、又は現地において指

導を行うことができる。

（適用除外）

第６条 第３条から前条までの規定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１項に規定

する特定建築物に設けられた給水に関する施設については適用しない。

（補則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、平成１５年４月１日から施行する。

資－81



点 検 項 目 主 な 点 検 の 内 容

受水槽・高置水槽

� 周辺は清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。

� 本体にヒビ割れや接合部にすき間等がないこと。

� 水槽内の水中には異常な浮遊物質等がないこと。

� 底には、異物が認められないこと。

� 水槽内部は塗装等で完全に遮光されていること。

� 水は清浄であり、異常が認められないこと。

� 施錠が確実にされていること。

マ ン ホ ー ル � パッキンが劣化し、雨水等の浸入のおそれがないこと。

� マンホール面は、槽上面から雨水等が浸入しないものであること。

オーバーフロー管

� 防虫網が破損し害虫等が入り込むおそれがないこと。

� 防虫網には、ゴミ等が溜まっていないこと。

通 気 管 オーバーフロー管に同じ

・長期間不使用となる配管内の水（消火用、冷却塔等）は定期的に

そ の 他 入れ替えること。

・逆止弁等が正常に作動するか定期的に確認すること。

別表第１（第３条関係）

小規模貯水槽水道保守点検表
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別表第２（第３条関係）

水質検査の方法、水槽の清掃方法に係る基準

１ 水質検査

� 臭 気

ア 試料の採取及び保存 試料は、精製水で洗浄したガラス瓶に採取し、直ちに検査する。

イ 試験操作 検水１００�を容量３００�の共栓付き三角フラスコに採り、軽く栓をして４０℃ないし５０℃に

加温し、激しく振った後、直ちに塩素臭以外の臭気を調べる。

� 味

ア 試料の採取及び保存 臭気の検査の例による。

イ 試験操作 検水１００�をビーカーに採り、４０℃ないし５０℃に加温した後、口に含んで塩素味以外の

味を調べる。

� 色、濁り

ア 試料の採取及び保存 臭気の検査の例による。

イ 試験操作 無色透明のガラス製容器（約２００�入り）に採取し、気泡等が上昇消失した後、肉眼で

黒又は白色紙等を背景として透視し、沈積物及び浮遊物質の有無を含めて調べる。

� 残留塩素（DPD法）

ア 試薬DPD試薬

イ 器具（共栓付き比色管） 容量５０�のもの

ウ 試料の採取及び保存 試料は、精製水で洗浄したガラス瓶に採取し、直ちに測定する。

エ 試験操作

（ア）遊離残留塩素 リン酸緩衝液２．５�を共栓付き比色管に採り、これにDPD試薬０．５gを加える。

次に、検水を加えて全量を５０�とし、混和後、呈色を残留塩素標準比色列と側面から比色して、

試料中の遊離残留塩素の濃度を求める。

（イ）残留塩素 （ア）で発色させた溶液にヨウ化カリウム約０．５gを加えて溶かし、約２分間静置

後の呈色を残留塩素標準比色列と側面から比色して、試料中の残留塩素の濃度を求める。

（ウ）結合残留塩素 残留塩素濃度と遊離残留塩素濃度との差から試料中の結合残留塩素の濃度を算

定する。

２ 水槽の清掃方法

ア 高置水槽又は圧力水槽の清掃は、原則として受水槽の清掃の日と同じ日に行うこと。

イ 作業者は、常に健康状態に留意するとともに、健康状態が不良である者は、作業に従事しないこと。

ウ 作業衣及び使用器具は、水槽の清掃専用のものとし、かつ、作業に当たっては、作業衣及び使用器具

の消毒を行い、作業が衛生的に行われるようにすること。

エ 水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図ること。

オ 壁面等に付着した物質の除去は、水槽の材質に応じ、適切な方法を用いて行うこと。

カ 清掃終了後、水道水の引込管等の停滞水や管内のもらいさび等が水槽内に流入しないようにすること。
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キ 水槽内の消毒薬は、有効塩素５０～１００ppmの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の

消毒能力を有する塩素剤を用いること。

ク 消毒は、水槽内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により

吹き付け、又はブラシ等を利用して、２回以上行うこと。

ケ 消毒後の水洗い及び水槽内への水張りは、消毒終了後少なくとも３０分以上経過した後に行うこと。

コ 水槽内への水張り終了後、水槽及び給水栓における水について、第３条第３号の規定による水質の検

査を行うこと。
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資料13
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 （助成対象工事） 

第３条 助成金の交付の対象となる取替工事は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、

管理者が特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。 

(1) 大分市水道事業給水条例（平成９年大分市条例第 40 号）第６条第１項に規定する指定給水装置

工事事業者が大分市水道事業給水条例施行規程（平成 10 年大分市水道事業管理規程第 10 号）に基

づいて施工する工事であること。 

(2) 配水管の分岐箇所から水道メーターの建物側概ね 50 センチメートルまでの間の鉛給水管を含

む給水管の全延長を、管理者が指定する材質の給水管に取替える工事であること。 

２ 取替工事は、配水管から分岐して設けられた給水管１件ごとに助成の対象とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、取替工事を施工しようとしたところ鉛給水管が使用されていないこ

とが判明したため取替工事を行わなかった場合、及び第６条の規定による交付決定を受けていない

建替工事等を施工している際に、鉛給水管を使用している事が判明した場合についても助成の対象

とする。 

４ 公共事業及び公共施設の工事である取替工事は、助成の対象としない。 

 （助成金の額等） 

第４条 助成の対象となる経費は取替工事に要する経費とし、助成金の額は当該経費に２分の１を乗

じて得た額で、10 万円を限度とする。 

２ 助成金は予算の範囲内で交付するものとする。 

 （交付の申請） 
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第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大分市水道局鉛給水管取替

工事助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて取替工事の施工前に管理者に提出

しなければならない。ただし、第３条第３項の規定により助成の対象となる場合はこの限りではな

い。 

(1) 給水装置新設（改造・修繕・撤去）承認・工事設計審査申込書 

(2) その他管理者が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第６条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた

ときには、助成金交付を決定し、大分市水道局鉛給水管取替工事助成金交付決定通知書（様式第２

号）により申請者に通知するものとする。この場合において、管理者は必要な条件を付すことがで

きる。 

 （完了届） 

第７条 前条の規定により交付の決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）は、取替工事が完了

したときは、速やかに大分市水道局鉛給水管取替工事完了届出書（様式第３号）に次に掲げる書類

を添えて管理者に提出しなければならない。 

(1) 大分市水道局鉛給水管取替工事助成金交付決定通知書の写し 

(2) 当該工事に係る領収書の写し 

(3) その他管理者が必要と認める書類 

 （額の決定） 
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第８条 管理者は、前条の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた

ときは、助成金の額を決定し、大分市水道局鉛給水管取替工事助成金交付額決定通知書（様式第４

号）により助成決定者に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第９条 助成金の交付の請求をしようとする助成決定者は、大分市水道局鉛給水管取替工事助成金交

付請求書（様式第５号）に関係書類を添えて管理者に提出しなければならない。 

（助成金の返還） 

第 10 条 管理者は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、当該助

成金の返還を求めるものとする。 

(1) この要綱の規定又は管理者が付した条件に違反したとき。 

(2) 虚偽の申請その他の不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(3) 取替工事が適切に施工されていないと認められたとき。 

（調査等） 

第 11 条 管理者は、必要があると認めるときは、取替工事の施工状況について調査し、若しくは必要

な資料を検査し、又は資料の提出を求めることができる。 

 （補則） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 
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   附 則 

 この要綱は、平成 28 年７月１日から施行する。 
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様式第３号（第７条関係）

平成 年 月 日

大分市水道事業管理者 殿

申請者 住所

氏名 ㊞

平成 年 月 日付け大水営 号－１にて交付決定のあった平成 年度

大分市水道局鉛給水管取替工事助成金の対象工事について、工事が完了しましたので

下記のとおり報告します。

1 工事金額

2 工事の内容

（１） 給水装置設置場所

（２） 実施期間

平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで

3 添付書類
ア 大分市水道局鉛給水管取替工事助成金交付決定通知書（写し可）

イ 当該工事に係る領収書（写し可）

ウ その他の添付書類（別表１）等

記

円

大 分 市 水 道 局 鉛 給 水 管 取 替 工 事 完 了 届 出 書
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様式第６号（第５条関係）

私は、下記の事項について誓約します。

なお、大分市水道局が必要な場合には、警察に照会することについて承諾します。

記

１ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に
規定する暴力団をいう。以下同じ。）

（２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

（３） 暴力団員が役員となっている事業者

（４） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

（５） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結して
いる者

（６） 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者

（７） 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を
有している者

（８） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

２ １の（１）から（８）までに揚げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人で
はありません。

年 月 日

大分市水道事業管理者 殿

住 所

（ふりがな）

氏 名 ㊞

生年月日 （明治・大正・昭和・平成） 年 月 日

※ 大分市水道局では、大分市暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除するため、
申請者に暴力団等でない旨の誓約をおねがいしています。

誓 約 書
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